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1. 助 成 ⾦ 教育訓練給付⾦の拡充 

2024 年 10 月から、雇⽤保険の「教育訓練給付⾦」が拡充されました。教育訓練給付⾦は、厚生労働大⾂指定の教育訓
練を受講、修了した労働者に、受講費⽤の⼀部が雇⽤保険から⽀給される制度です。厚生労働省は、拡充により、労働者
の主体的なスキルアップやリスキリングにつながることを期待しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※厚生労働省「教育訓練給付制度」より 

１．基本的なしくみ 
教育訓練給付⾦の対象となる厚生労働大⾂の指定訓

練は、約16,000講座もあります。オンライン受講や
夜間・⼟⽇受講が可能なものもあり、厚生労働省の検
索システムで探すことができます。 
 
 

約16,000の講座は、レベルや訓練期間、給付手続
きなどの違いにより、「専門実践教育訓練」「特定⼀般
教育訓練」「⼀般教育訓練」の３種類の給付⾦に分か
れます。主な講座は次のようになっています。 
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※厚生労働省「教育訓練給付制度のご案内」より 

    

2. 安全衛生 ストレスチェック義務化の⾒通し 

従業員へのストレスチェックの実施義務が、現在の「従業員 50 ⼈以上の事業場」から拡大される⾒通しとなりました。
厚生労働省が今年 11 月 1 ⽇に公表した「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」の中間とりま
とめに、「50 ⼈未満の全ての事業場に拡大することが適当」と記載されたためです。拡大の時期などは未定ですが、今か
ら関心をもっておく必要がありそうです。本稿では、ストレスチェックの概要、導入の手順などについて説明します。 
 

 
「専門実践教育訓練」の給付⾦は、2024年9月30

⽇以前に受講開始した場合、最大で受講費⽤の70％
（年間上限56万円）でした。これに対し、2024年10
月1⽇以降に受講開始し、修了後の賃⾦が受講開始前
と比べて5％以上アップした場合には、受講費⽤の
10％（年間上限8万円）が追加⽀給され、給付率は合
計80％（上限64万円）となります。 

例えば、訓練期間2年間、入学料10万円、6か月ご
との受講料が各40万円で、修了後資格を取得したケー
スを想定します。給付⾦は、拡充前だと合計112万円
ですが、拡充後は、賃⾦5％アップの条件を満たせ
ば、さらに16万円が追加され計128万円となります。 

「特定⼀般教育訓練」の給付⾦は、2024年9月30
⽇以前に受講開始した場合、最大で受講費⽤の40％
（上限20万円）でした。これに対し、2024年10月1
⽇以降に受講開始し、資格を取得して就職した場合に 

 

 
は、受講費⽤の10％（上限5万円）が追加⽀給され、
給付率は合計50％（上限25万円）となります。 

訓練期間3か月、入学料5万円、受講料25万円のケ
ースでは、拡充前の給付⾦は12万円でしたが、拡充
後は、資格を取得して就職した場合に3万円が追加⽀
給され、計15万円となります。 
 
３．さいごに 

教育訓練給付を受けるには、雇⽤保険の加入期間な
ど細かい条件があります。詳しくは、厚生労働省のサ
イトを参考にしてください。 

従業員のスキルアップは、企業にとっても大きな武
器となります。教育訓練給付⾦について、従業員に積
極的に周知することをお勧めします。ご不明の点は、
ハローワークへお問い合わせください。弊所でも相談
に応じますので、いつでもお声がけください。 

 

 
２．拡充された給付⾦ 
 3種類のうち、「専門実践教育訓練」「特定⼀般教育 

 

 
訓練」の給付⾦が、2024年10月から拡充され、給付
率は次のようになりました。 
 

 
１．ストレスチェックの概要 
 ストレスチェックは、ストレスに関する質問票（選
択式）に従業員が答え、その回答を分析することで、
ストレスの状態を調べる簡易検査です。労働安全衛生
法に定められ、2015年12月から、従業員50⼈以上の
事業場で年1回の実施が義務付けられました。50⼈未
満の事業場は努⼒義務にとどまっています。 
 質問票は、①ストレスの原因、②ストレスによる心 

 

 
身の自覚症状、③労働者に対する周囲のサポートの３
項目が含まれていれば、特に指定はありません。厚生
労働省は、同省作成の57項目の質問票を推奨してい
ます。質問票のイメージは次ページをご参照ください。 

回答を分析した結果、ストレスが高いと判断された
従業員から申し出があった場合、企業は、医師の面接
指導を受けさせる義務があります。医師の意⾒によっ
ては、企業は、仕事を減らすなどの措置を講じます。 
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※厚生労働省「ストレスチェック制度導入ガイド」より 

 
話し合う必要がある事項（主なもの） 

①ストレスチェックは誰に実施させるのか ②ストレスチェックはいつ実施するのか 

③どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか ④どんな方法でストレスの高い⼈を選ぶのか 

⑤面接指導の申出は誰にすれば良いのか ⑥面接指導はどの医師に依頼して実施するのか 

⑦集団分析はどんな方法で⾏うのか ⑧ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか 
※厚生労働省「ストレスチェック制度 簡単︕導入マニュアル」より 

 

Q & A 
記事の中でちょっと気になる⾖知識をご案内。今回は、２ページ目の「ストレスチェック義務化の⾒通
し」に関連する⾖知識をお伝えします。 

 
 
       

Q． 
ストレスチェックや面接指導の費用は、事業者が負担すべきものでしょうか、それと
も労働者にも負担させて良いのでしょうか。 

A． 
ストレスチェックおよび面接指導の費用については、法で事業者にストレスチェック 
および面接指導の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものです。 

 

 
 ストレスチェックの実施には、様々な注意点があり
ます。例えば、ストレスチェックは、医師や保健師な
どの専門家しか実施できません。社⻑や⼈事担当者が
⾏うことはできないのです。高ストレス者への面接指
導を⾏う医師も確保しなければなりません。また、専
門家が実施したストレスチェックの結果は、従業員の
同意がないと企業側に提供されません。プライバシー
の保護にも注意が必要です。 
 

 
２．導入に向けた準備 

導入に向けた準備も大切です。まず、メンタル不調
の防止のためにストレスチェックを実施する旨の方針
を、全従業員に示します。次に、事業場の衛生委員会
などで実施方法を話し合います。話し合う必要がある
事項は下図をご参照ください。 

決まった内容は、社内規定として明文化し、全労働
者に周知します。 
 

 
 また、ストレスチェック実施の事務担当者（実施事
務従事者）も置きます。実施事務従事者は、ストレス
チェックを実施する医師等をサポートするほか、質問
票の回収、データ入⼒、結果送付など、個⼈情報も取
り扱います。さらに、義務ではありませんが、ストレ
スチェック結果の集団分析と、分析結果を踏まえた職
場環境改善も、⾏うことが望ましいです。これらにつ
いては外部の専門機関に委託することが可能なため、 
 

 
会社の実状に応じて検討しましょう。 
 
３．さいごに 

ストレスチェックは、労働者のメンタル不調の防止
だけでなく、企業にとっても、職場環境の改善につな
がり、労働生産性の向上など経営面のプラス効果が期
待できます。弊所でも、導入に向けたアドバイスを⾏
いますので、いつでも相談してください。 
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3. 提  供 『経営に役⽴つリポート』を無料でご提供いたします︕ 

弊所がお届けするリポートは、経営に役⽴つ情報が満載です︕ 
ビジネスにおける経営戦略、企画・営業、広報、⼈事管理などのマネジメントに 
関連する情報から、法改正やデジタル化の進展といったビジネストレンドに関する 
情報まで、多岐にわたる内容を取り揃えております。 
以下のリポートの中からご興味のあるテーマがございましたら、弊所あてに 
お気軽にご連絡ください。ご希望のリポートを“無料”にてお届けいたします︕ 

今月の経営に役⽴つリポート 
 

リポート番号 タイトル 内容 

＃48221 
（全 6 ページ） 

【ハラスメント対策】ハラスメントの種類と、 
ハラスメントになるか否かの境界線 

・まずは代表的な 5 つのハラスメントを押さえよう 
・パワハラとは︖ 
・セクハラとは︖ 
・マタハラ、パタハラ、ケアハラとは︖ 

＃48222 
（全 6 ページ） 

【規程・文例集】カスハラ対策にもなる 
「苦情対応マニュアル」のひな型 

・重要なのは、苦情対応の方針を共有しておくこと 
・苦情対応マニュアルのひな型 

＃48223 
（全 6 ページ） 

客が社員に⼟下座を強要…… 
理不尽なカスハラを退ける 4 つのポイント 

・理不尽なカスハラには毅然と対応する 
・どのような言動がカスハラになるのかを押さえる 
・類型別に大まかな対応方針を決める 
・社員は事実を正確に会社に報告する 
・上司または経営者が具体的な対応を決める 

＃48224 
（全 9 ページ） 

【2024 年版】年末調整の改正点と書き方の解説 

・2024 年の年末調整の作業に係る改正は「定額減税」 
・給与所得者の基礎控除申告書 

兼給与所得者の配偶者控除等申告書 
兼年末調整に係る定額減税のための申告書 
兼所得⾦額調整控除申告書                           等 

＃48225 
（全 4 ページ） 

【⼈事部 DX】パート等の採⽤や雇止めを 
オンラインで⾏う 

・手続きは原則全てオンライン化できる 
・パート等の手続き 
・派遣社員の手続き（派遣先の場合） 

 

お気軽にご用命ください TEL ＞＞＞ 03-6712-8889 
FAX ＞＞＞ 03-6712-8885 

 

貴社名  ご担当者様 
部署・所属 

所在地 〒 

E-mail  Tel  

ご希望のリポート番号  

※ご記入いただきました個⼈情報は、リポートのご案内およびお届けすることを目的とし、それ以外では利⽤いたしません。 

 
 
お困りのことがございましたらお気軽に弊所までご相談ください。 
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竹中 幹夫 

今年の年末年始は 9 連休という方も多いのではないでしょうか。テレビなどでは「奇跡の 9
連休」と言われているようですが、なんと来年 2025 年末から 2026 年年始にかけても会社に
よっては 9 連休（2025 年 12 月 27 ⽇（⼟）から 2026 年 1 月 4 ⽇（⽇）までの 9 ⽇間）に
なる可能性があります。仕事納めが 12 月 26 ⽇(⾦)と早いので、仕事が終わるかが若⼲心配で
はありますが、業務効率向上をさらに意識するきっかけにしたいと思います。 

何かと忙しい年末ですが、皆さまお体にお気をつけて良き年をお迎えください。 

  

野々山 環 

ここ最近の、我が家の休⽇朝ごはんの定番はフレンチトーストです。 
数か月前、固くなったバケットを美味しく食べるために、たまたま作ったものが家族にはまり、

それからほぼ毎週のようにリクエストされています。 
卵と⽜乳と砂糖を少々、バニラエッセンスを数滴垂らした卵液にバケットを⼀晩漬けこんで翌

朝フライパンでじっくり焼くだけ。案外簡単にできるんです。 
メープルシロップをかけたり、ホイップクリームをつけながら食べるのがお気に入りです。 
平⽇はバタバタしがちな朝ですが、休⽇に家族とゆったり朝ごはんを食べる、何気ない時間を

大切に感じるようになりました。 
今年もあと残りわずかで何かとせわしないですが、リラックスできる時間を持つことを意識し

て穏やかな年末を過ごしたいものです。 
皆様、よいお年をお迎えくださいませ。  

 

 

 

 

佐々木 良 

東京労働局で開催された仕事と病気の両⽴についてのセミナーに参加しました。セミナーでは

病気や治療で就業が難しい従業員のかたへの会社としての対応や以前と同じように働くことが

難しいケースでの提案などを実例で話してもらいました。なかでも病気や治療中の従業員から自

分自身の取説を会社に提出しているケースはなるほどと感心してしまいました。この分野は法律

での整備がないため他社事例はとても勉強になりました。 

 

関根 智樹 

12 月になりました。早いもので今年も残りわずかですね。 
⽇本ではつい最近自⺠党が選挙で大敗し、与党が過半数割れしました。政治に素⼈の私などは、

野党と共闘しながら、良い法案を通す努⼒をして法案が通せれば、自⺠党も信頼を回復できるの
でこの状況を逆に利⽤して頑張ればいいのに、と単純に思ってしまうのですが、そんな単純じゃ
ないんですかね。⽯破内閣の閣僚のメンツも相変わらずほとんどが男性で、⼥性閣僚は 2 ⼈だ
け。⼥性活躍を謳っている割には、どうなのですかね。 

世界に目を向けても、ウクライナとロシアの戦争は⻑期化し、そこに北朝鮮が軍事同盟を結ぶ
など、ますます不穏な感じがしますし、アメリカはトランプが大統領に再任され、ヨーロッパ諸
国においてもフランスなど内閣不信任が決議されるなど、まだしばらく混迷の時代が当面続くと
しか思えず、不安な未来しか⾒えないのは、唯々憂鬱で溜まりません。まだ⼩学校 3 年生の娘を
もつ親の身としては、これから⽴派に成⻑して、是非、世界に⽻ばたいてほしいと思う反面、先々、
色々大変なことに巻き込まれやしないかと、今考えても仕方のないことまで考えてしまいます。
まずは自分自身の周辺をしっかりと⾒ながら過ごしていくしかないですかね。とにかく少しでも
心が暖まる出来事がおこりますように。世界平和を願うばかりです︕良いお年をお迎えくださ
い︕ 
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堀内 和希 

12 月といえばクリスマスですね︕⼩学⼀年生の息⼦はまだサンタさんを信じてくれていま

す。そんな息⼦へのプレゼントはプラレールの相鉄線と東横線です。昔からプラレールが大好き

で、⼩学生になり飽きるかな︖と思っていたのですがいまだに大好きな様です。普段はチャレン

ジで勉強したり水泳したりピアノをしたり、色んなことを頑張っているので、大好きなプラレー

ルでたくさん遊んで楽しいで欲しいです︕ 

  

大谷 裕美 

今年のクリスマスは平⽇ですね。みなさま楽しい年末年始をお迎えください。 
つい最近、大学 1 年生の息⼦がひとり暮らしをすることになり家を出ていきました。 
実際に出ていく前までは、あまり寂しいといった感情はなかったのですが、⼩さかった頃の

iPhone に保存されている写真をみた時に、成⻑したなと実感したりして少しジーンときてしま
いました。『空の巣症候群』といった心身の不調を⽢くみてはいけないのですが、対策の事例を
みたところ私は大丈夫そうです︕ 

来年も皆様にとって良い年になりますように。良いお年をお迎えください。 

  

樋田 美奈⼦ 

12 月 2 ⽇以降保険証の発⾏がされなくなりました。 

そして、今お持ちの保険証が使⽤できるのも、1 年間です。このところ、お客様からのお問い

合わせを頂いておりますが、マイナ保険証への切替は、お済でしょうか。 

今年も残りわずかとなってきましたので、出来ることは今年のうちにやっておくと良いです

ね。 

私は、8 年前ぐらいから、スマホのメモ帳に毎年の目標を⽴ていつでも⾒れる状態にしていま

す。。 

読み返してみると面⽩いもので、この業界に入る前からの目標も残されており、自分の成⻑を

感じます。まさかこの業界で働くなんて、想像していない自分がいました。 

来年は、自分にとっても大きな節目の年となります。⾶躍できる年にしたいと思います。 

今年も大変お世話になりました。来年もどうぞ、よろしくお願いいたします。 

良いお年をお迎えください。 

  

伊藤 紀代美 

年末恒例の「今年の漢字」が発表されました。最も多かったのは「⾦」。オリンピックや大⾕
翔平選手の活躍、政治の裏⾦問題、物価高騰などを理由に挙げた方が多かったのだそう。 

そこで、昨年に続き私の「今年の漢字」を考えてみました。選んだのは「挑」。このコラムに
も書かせていただきましたが、初めて挑んだ富士登山が最も象徴的な出来事でした。どんなに⼩
さな⼀歩でも、あきらめずに踏み出し続けていると、確実に目標に近づき、やがてゴールに辿り
着ける。そんな当たり前のことを身をもって知ることができました。 

皆様にとって今年はどんな⼀年でしたか︖今年も残り僅かとなりました。どうぞお健やかに、
よいお年をお迎えください。 
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  渡辺 健太郎 

最近知ったのですが、コンビニ弁当のハンバーグの下に敷いてあるパスタの目的をご存知です
か︖ 

私はずっとおかずのうちの⼀つだと思っていましたが、さまざまな目的があるようです。 
例えば、⾁料理の場合は、時間が経つと出る油を吸わせるためで、油でおかずがベタベタにな

るのを防ぐ、揚げ物の場合は、200 度近くなるおかずの熱で容器が溶けないようにする、 
おかずを固定する、おかずにかかっているソースを絡めて最後まで美味しく食べられるように

する－など。 
普段気にせず過ごしているものに注目すると、意外なことに気が付けて面⽩いですね。 

  

  

福田 将平 

クラウド勤怠システムを使っていても、始業前、終業後について 15 分など⼀定の時間数を切
り捨てる設定にしている場合もあるかと思います。原則は労働時間とみなされる時間については
1 分単位で賃⾦を⽀払うのが正しいとされます。その場合、問題なるのは始業前、終業後の切り
捨てている時間が労働時間かどうかはっきりしない場面が多くあるということでしょう。解決策
はさほど多くなく、もっとも明瞭な方法は、労働時間としての打刻を正確に⾏い（つまりそのよ
うに業務指示を⾏い）、切り捨てを⾏わず、打刻通り 1 分単位で賃⾦を⽀払うことです。もとも
と残業のほとんどない会社では、3 時間ないし 5 時間分程度の固定時間外手当を組み合わせるこ
とで、給与管理もさほど煩雑化させずに未払賃⾦の発生リスクを下げることができます。なお、
未払賃⾦の消滅時効は、当面は 3 年、将来的には 5 年になることになっていますので注意が必
要です。 

（ 参 考 ︓ 厚 生 労働 省 「 労 働時 間 を 適 正に 把 握し 正 し く 賃 ⾦ を⽀ 払 い ま しょ う 」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001310369.pdf） 

   

 

大谷 雄二 

今年の労働⽇もあとわずかとなりました。 
今年を振り返ると「相変わらず忙しかったなぁ」という感想です。 
来年は⼈を増やして、私もスタッフも少し余裕が持てる状態にします。 
そして、サービス向上について、お客様満足について、私たちの働き方について話し合う時

間をつくりたいと思っています。 
忙しすぎると目の前の仕事を処理することに手⼀杯で、改善まで気が回らないのです。 
少し落ち着いて、仕事のオペレーションを俯瞰して⾒ることで改善できることが⾒えてくる

のだと思います。 
この数年で労務管理オペレーションの改善技術もかなり進んでいます。 
DX の進歩により、社員情報データの受け渡し方法や管理、労働時間の管理、給与計算とい

った業務は、クラウドベースの労務管理システムなどを活⽤することで効率化出来ます。 
このようなシステムを活⽤することで、労務管理の負担を軽減し、よりスピーディに処理

し、ミスを削減することが可能です。 
来年は労務管理オペレーションの効率化を積極的に提案していきます。 
皆様、どうぞよいお年をお迎えください。   


